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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置本体の中央部に設けられ、前記装置本体の外縁部に向けて光を出射する光源と、
　該光源からの光を反射する反射部と、
　該反射部の前記光源に関して反対側に配してあり、前記光源からの光を前記反射部の側
に反射する他の反射部と、
　前記光源及び反射部を覆い、前記反射部で反射した光を前記装置本体の外側へ出射する
カバーとを備え、
　前記カバーの中央に、環状の透光部と該透光部の内周に設けられた不透光性の覆部を有
するセンタカバーを備え、
　前記透光部は、前記光源からの光の一部を入射させるべく、前記他の反射部よりも外径
を大きくしてあることを特徴とする照明装置。
【請求項２】
　前記装置本体に環状に配された前記光源により包囲され、前記光源に電力を供給する電
源部を備え、
　前記センタカバーの覆部は、前記電源部を覆うことを特徴とする請求項１に記載の照明
装置。
【請求項３】
　前記光源を保持し、前記装置本体に固定される断面コの字形状の光源保持部を備え、
　該光源保持部は、
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　光源が取付けられる矩形状の保持板部と、
　該保持板部の一端に立設され、前記装置本体に固定される固定部と、
　前記保持板部の他端に立設され、前記センタカバーを保持する保持部を有することを特
徴とする請求項１又は２に記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光源と、該光源からの光を反射する反射部とを備える照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　住宅等の室内の照明に用いられる照明装置として、従来、白熱電球、蛍光灯等の光源を
備える照明装置が用いられている。近年、発光ダイオード（以下ＬＥＤという）の高輝度
化に伴い、従来の光源に代えて、小型、低消費電力、長寿命等の特性を有するＬＥＤを光
源として備える照明装置が種々提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　特許文献１に開示された照明器具は、器具本体（装置本体、シャーシ）６１０と、該器
具本体６１０の外縁部６１４，６１５に配設される半導体発光素子（光源）６２１と、該
半導体発光素子６２１の光出射方向に対向して配置され、半導体発光素子６２１の光を主
として平行方向に制御するレンズ体６３０と、半導体発光素子６２１に対向し器具本体６
１０の略中央部に向かって傾斜させた反射体６４０と、半導体発光素子６２１および反射
体６４０を覆うグローブ６５０とを備えている（図２１参照）。器具本体６１０は、矩形
板状を有し、略中央部に引掛シーリング６１１に係合するアダプタ６１２が設けてある。
　　　
【０００４】
　特許文献１に係る照明器具は、住宅等の天井面等の器具取付面Ａに設けられた引掛シー
リング６１１にアダプタ６１２を係合することにより、器具本体６１０において器具取付
面Ａに取付けられ、所謂シーリングライトとして用いられる。照明器具の点灯に伴い、半
導体発光素子６２１から出射された光は、レンズ体６３０により略平行な方向、すなわち
、反射体６４０の傾斜部に向かって出射され、さらに反射体６４０において反射してグロ
ーブ６５０に入射する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－３００２０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところが、特許文献１に係る照明器具においては、光源である半導体発光素子６２１が
器具本体６１０の外縁部６１４，６１５に配設されているため、器具本体６１０の外縁部
６１４，６１５に光源である半導体発光素子６２１や配線等の荷重がかかる。特許文献１
に係る照明器具は、前述した如く、器具本体６１０の中央において被取付部材に保持され
るように構成してあるから、器具本体６１０の外縁部６１４，６１５に荷重がかかること
により、モーメントが作用し、器具本体６１０の中央に光源等を配した場合と比較して、
支点と作用点との距離（器具本体６１０と外縁部６１４，６１５との距離）に応じた下向
きの大きな力が作用する。このため、器具本体６１０に撓み等の変形が生じる虞がある。
【０００７】
　本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、光源を装置本体の中央部に配置する
ことにより、装置本体の撓み等の変形を抑制することができると共に、光源を配置した中
央部を含む全面に亘って、照度ムラの少ない略均一な照明光を得ることができる照明装置
を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る照明装置は、装置本体の中央部に設けられ、前記装置本体の外縁部に向け
て光を出射する光源と、該光源からの光を反射する反射部と、該反射部の前記光源に関し
て反対側に配してあり、前記光源からの光を前記反射部の側に反射する他の反射部と、前
記光源及び反射部を覆い、前記反射部で反射した光を前記装置本体の外側へ出射するカバ
ーとを備え、前記カバーの中央に、環状の透光部と該透光部の内周に設けられた不透光性
の覆部を有するセンタカバーを備え、前記透光部は、前記光源からの光の一部を入射させ
るべく、前記他の反射部よりも外径を大きくしてあることを特徴とする。
【０００９】
　本発明にあっては、装置本体の中央部に設けられた光源と、該光源からの光を反射する
反射部及び他の反射部を備えており、光源は前記装置本体の外縁部に向けて光を出射し、
この光を、反射部及び他の反射部にて反射し、光源及び反射部を覆うように設けたカバー
を通して外部に出射して照明するようにしてある。光源は、装置本体の中央部に設けてあ
り、光源を装置本体の外縁部に設置する場合と比較して、装置本体に作用するモーメント
を低減することができ、該装置本体の変形を抑制することができる上、照度ムラの少ない
略均一な照明光を得ることができる。
【００１０】
　更に、カバーの中央にセンタカバーを設け、該センタカバーに他の反射部よりも大きい
外径を有する環状の透光部を設けたから、光源からの光の一部は、センタカバーの透光部
において多方向に反射し、カバーにより更に反射して外部に出射され、センタカバーが覆
う中央部を含めた全面で、照度ムラの少ない略均一な照明光を得ることができる。
【００１１】
　また本発明に係る照明装置は、前記装置本体に環状に配された前記光源により包囲され
、前記光源に電力を供給する電源部を備え、前記センタカバーの覆部は、前記電源部を覆
うことを特徴とする。
【００１２】
　本発明にあっては、センタカバーの覆部が電源部を覆うから、該電源部が外部から見通
されることがなく、外観上の見栄えが向上する。
【００１３】
　また本発明に係る照明装置は、前記光源を保持し、前記装置本体に固定される断面コの
字形状の光源保持部を備え、該光源保持部は、光源が取付けられる矩形状の保持板部と、
該保持板部の一端に立設され、前記装置本体に固定される固定部と、前記保持板部の他端
に立設され、前記センタカバーを保持する保持部を有することを特徴とする。
【００１４】
　本発明にあっては、断面コの字形状の光源保持部を、保持板部の一端に立設した固定部
を介して装置本体に固定し、この光源保持部に光源を保持する一方、保持板部の他端に立
設した保持部にセンタカバーを立設したから、装置本体の外縁部に向けて光を出射する光
源の配置と。センタカバーの配置を、簡易な構成で確実に実現することができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、装置本体の撓み等の変形を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施の形態１に係る照明装置の模式的外観斜視図である。
【図２】実施の形態１に係る照明装置の模式的分解斜視図である。
【図３】実施の形態１に係る照明装置の模式的断面図である。
【図４】実施の形態１に係る照明装置の中央部の模式的断面図である。
【図５】実施の形態１に係る照明装置の主要部の配置を示す図である。
【図６】実施の形態１に係る照明装置のＬＥＤモジュールの模式図である。
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【図７】実施の形態１に係る照明装置におけるＬＥＤモジュールからの光の反射の説明図
である。
【図８】実施の形態１に係る照明装置におけるＬＥＤモジュールからの光の反射の説明図
である。
【図９】実施の形態１に係る照明装置におけるＬＥＤモジュールからの光の反射の説明図
である。
【図１０】実施の形態１に係る照明装置における常夜灯の説明図である。
【図１１】本発明の実施の形態２に係る照明装置の模式的断面図である。
【図１２】実施の形態２に係る照明装置の模式的部分拡大断面図である。
【図１３】実施の形態３に係る照明装置の模式的部分拡大断面図である。
【図１４】実施の形態４に係る照明装置の模式的部分拡大断面図である。
【図１５】本発明において適用可能な他のＬＥＤモジュールの例を示す模式図である。
【図１６】実施の形態５に係る照明装置の模式的断面図である。
【図１７】実施の形態５に係る照明装置の模式的部分拡大断面図である。
【図１８】実施の形態５に係る照明装置に用いられるレンズの模式的斜視図である。
【図１９】実施の形態５において適用可能な他のレンズの例を示す模式的断面図である。
【図２０】反射シートに設ける突起の説明図である。
【図２１】従来技術に係る照明装置の模式的断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明をその実施の形態を示す図面に基づいて、天井等の被取付部材に設けられ
た引掛シーリングボディ等の被取付体に着脱可能に取付けられる照明装置（所謂シーリン
グライト）を例に、詳述する。
（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１に係る照明装置１００の模式的外観斜視図である。図２
は、実施の形態１に係る照明装置１００の模式的分解斜視図である。図３は、実施の形態
１に係る照明装置１００の模式的断面図である。図４は、実施の形態１に係る照明装置１
００の中央部の模式的断面図であり、図３の部分拡大図である。
【００１８】
　図において１は、後述する光源及び反射部を保持する照明装置本体としてのシャーシで
ある。シャーシ１は、中央に円形状の穴を有する円板状の基部１１と、該基部１１の外縁
部に交差する方向に連設された連設部１２と、該連設部１２の外縁部に連設され、前記基
部１１に平行な幅広の環状を有する環状部１３と、該環状部１３に立設された周壁部１４
とを備えている。シャーシ１は、鉄、アルミニウム等の金属製であり、光源等の発熱体か
らの熱を放熱するヒートシンクとしての機能も有している。
【００１９】
　シャーシ１の基部１１の取付穴には、アダプタ１６が取付けられる。アダプタ１６は、
扁平な円柱形状を有しており、一端側に、被取付部材に設けられた引掛シーリングボディ
等の被取付体の係合穴に係合する引掛刃と、電源部に接続されるコネクタとを有している
。アダプタ１６は、前記被取付体の係合穴に引掛刃を係合させることにより、電気的、機
械的に被取付体に接続される。このアダプタ１６にシャーシ１を取付けることにより、ア
ダプタ１６が被取付体に接続して取付けられると同時にシャーシ１が被取付部材である天
井に取付けられることになる。アダプタ１６は、それ自体公知であるので、詳細な説明は
省略する。
【００２０】
　シャーシ１の基部１１の一面１１ａには、光源であるＬＥＤモジュール２が光源保持部
３を介してアダプタ１６の周囲を径方向に囲むように取付けてある。図５は、実施の形態
１に係る照明装置１００の主要部の配置を示す図である。図６は、実施の形態１に係る照
明装置１００のＬＥＤモジュール２の模式図である。
【００２１】
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　ＬＥＤモジュール２は、図６に示すように、矩形板状のＬＥＤ基板２１と、該ＬＥＤ基
板２１の長辺に沿って列状に実装され、昼光色の光を発する複数の昼光色ＬＥＤ２２と、
該昼光色ＬＥＤ２２に平行にＬＥＤ基板２１の長辺に沿って列状に実装され、電球色の光
を発する複数の電球色ＬＥＤ２３とを備えてなる。昼光色ＬＥＤ２２及び電球色ＬＥＤ２
３は、例えば、ＬＥＤ素子と、該ＬＥＤ素子を封止し、蛍光体が分散された封止樹脂と、
入力端子及び出力端子とを備えてなる表面実装型ＬＥＤである。ＬＥＤ基板２１は、鉄、
アルミニウム等の金属製であり、昼光色ＬＥＤ２２及び電球色ＬＥＤ２３からの熱を光源
保持部３に伝導する熱伝導体を兼ねている。なお、ＬＥＤ基板２１は、昼光色ＬＥＤ２２
及び電球色ＬＥＤ２３の樹脂と熱膨張率が近い鉄製であることがより望ましい。
【００２２】
　また、本実施の形態においては、昼光色ＬＥＤ２２は隣接する昼光色ＬＥＤ２２間の間
隔が略同一になるようにＬＥＤ基板２１に配してあるが、ＬＥＤ基板２１の長手方向の中
央から端に向けて隣接する昼光色ＬＥＤ２２間の間隔が徐々に密になるように配してある
ことがより望ましい。電球色ＬＥＤ２３についても同様である。これは、本実施の形態の
如く、複数のＬＥＤモジュール２を多角形状に配する場合において、隣接するＬＥＤモジ
ュール２間の境界部分が暗くなることを防止して、周方向位置に応じて輝度の差が生じな
いように、ＬＥＤモジュール２からの光をより均一に出射するためである。なお、フレキ
シブル基板等を用いてＬＥＤモジュールを環状に配する場合は、本実施の形態の如く、隣
接するＬＥＤの間隔が略同一になるように配してある方が望ましい。
【００２３】
　断面コの字形状の光源保持部３は、ＬＥＤモジュール２が取付けられる矩形板状の保持
板部３２と、該保持板部３２の長辺側の一側に立設され、シャーシ１の基部１１に固定さ
れる固定部３１と、保持板部３２の長辺側の他側（固定部３１の反対側）に固定部３１に
対向して平行に設けられ、後述する電源部を覆う電源カバーとしてのセンタカバーを保持
する保持部３３と、後述する電源基板を保持する係合爪３４と、後述する制御基板を保持
する係合爪３５とを備えている。保持板部３２には、ＬＥＤモジュール２がＬＥＤ基板２
１の長手方向が保持板部３２の長手方向になるように、かつ昼光色ＬＥＤ２２が保持部３
３の側（シャーシ１に取付けた状態において、反射シート４から遠い側）になるように、
ＬＥＤ基板２１の非実装面（昼光色ＬＥＤ２２及び電球色ＬＥＤ２３が実装された面と反
対側の面）にて固定してある。光源保持部３は、アルミニウム等の金属製であり、発熱体
であるＬＥＤモジュール２からの熱を、ヒートシンクを兼ねるシャーシ１に伝導する熱伝
導体を兼ねている。
【００２４】
　光源保持部３は、保持板部３２のＬＥＤモジュール２が取付けられた面をシャーシ１の
外縁部に向けて、保持板部３２が正八角形状の周壁を形成するように、シャーシ１の基部
１１に周方向に略等配をなして固定部３１にて固定してある。なお、隣接する光源保持部
３間は、ネジ等により固定して連結してある。このように光源保持部３をシャーシ１に取
付けることにより、ＬＥＤモジュール２は、ＬＥＤ基板２１がシャーシ１の径方向に略直
交するように保持されることになり、図５に示すように、正八角形状にシャーシ１に配さ
れる。ＬＥＤモジュール２を点灯したときに、ＬＥＤモジュール２からの光は、シャーシ
１の基部１１の中央部から外縁部の方向に放射状に出射されることになる。
【００２５】
　シャーシ１には、ＬＥＤモジュール２からの光を反射する反射部としての反射シート４
が設けてある。反射シート４は、中央にＬＥＤモジュール２の配置形状に合わせた八角形
状の穴を有する円板部４１と、該円板部４１の外周縁に立設された周壁部４２とを有して
いる。円板部４１は、中央部から外縁部に向けて緩やかに一面４１ａの側が凹状になるよ
うに湾曲させてある。反射シート４は、樹脂製であり、乱反射しやすいように表面加工が
施してある。この反射シート４は、凸側、換言すると一面４１ａの反対側の面がシャーシ
１の側になるようにシャーシ１に取付けてある。この取付状態において、反射シート４の
周壁部４２は、ＬＥＤモジュール２と離隔して対向することになり、周壁部４２の内周面
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４２ａがＬＥＤモジュール２の光出射方向に離隔して対向する反射面となる。
【００２６】
　光源保持部３の保持部３３の内面には、ＬＥＤモジュール２からの光を反射シート４の
側に反射する他の反射部としての天板反射シート５が設けてある。天板反射シート５は、
中央にＬＥＤモジュール２の配置形状に合わせた八角形状の穴を有する円板状の樹脂製で
あり、乱反射しやすいように表面加工が施してある。この天板反射シート５は、光源保持
部３の保持部３３の内面に固定することにより、反射シート４のＬＥＤモジュール２に関
して反対側に取付けられる。
【００２７】
　光源保持部３に包囲されるシャーシ１の基部１１には、Ｃ字状の電源基板６１と、該電
源基板６１に実装され、交流電源（ＡＣ電源）から供給された電流を整流する整流回路、
整流された電圧を所定の電圧に変換するトランス等の電子部品６２とを有する電源部６が
電源基板支持部６３を介して設けてある。電源基板支持部６３は、平面視半環状を有し、
シャーシ１の基部１１の取付穴の周縁部に取付けてある。電源基板支持部６３の内面には
アダプタ１６と係合する係合凹部６３ａが形成してある。電源基板支持部６３の外面には
、電源部６の電源基板６１を挟持する挟持部６３ｂが設けてある。電源部６は、電源基板
６１を光源保持部３の係合爪３４と電源基板支持部６３の挟持部６３ｂによって挟持され
ることにより、シャーシ１の基部１１に保持してある。電源部６とシャーシ１の基部１１
の間には、絶縁シート６４が光源保持部３及び電源基板支持部６３により保持してある。
【００２８】
　光源保持部３に包囲されるシャーシ１の基部１１の電源部６のアダプタ１６に関して反
対側には、矩形板状の制御基板７が制御基板支持部７３を介して設けてある。制御基板７
には、制御用のマイクロコンピュータ、調光回路部品等の電子部品（図示せず）が実装し
てある。制御基板支持部７３は、内面にアダプタ１６と係合する係合凹部７３ａと、外面
に制御基板７を支持する円筒状の支持筒７３ｂとを有している。この制御基板７は、該制
御基板７を光源保持部３の係合爪３５と制御基板支持部７３の支持筒７３ｂによって支持
されることにより、シャーシ１の基部１１に保持してある。なお、制御基板７には、リモ
ートコントローラからの信号を受信する受信部７５が取付けてある。
【００２９】
　以上のように、正八角形状の周壁を形成するように連結された光源保持部３と電源基板
支持部６３及び制御基板支持部７３に、電源部６及び制御基板７を取付けることにより、
ＬＥＤモジュール２と電源部６及び制御基板７を一体化することができ、コンパクトなユ
ニット化が可能になっている。
【００３０】
　電源部６は、ＬＥＤモジュール２と電線６６、６７を介して電気的に接続してある。Ｌ
ＥＤモジュール間はジャンパケーブルとしての電線６９により電気的に接続してある。ま
た、電源部６は、制御基板７と電線６８を介して電気的に接続してある。
【００３１】
　シャーシ１の基部１１と光源保持部３により形成される空洞内に電源部６及び制御基板
７が収容され、前記空洞は基板カバー６０により閉止される。基板カバー６０は、中央に
円形状の穴を有する円板状の蓋部６０ａと、該蓋部６０ａの内縁部に立設される周壁部６
０ｂと、該周壁部６０ｂの蓋部６０ａの反対側から該蓋部６０ａに平行をなして連設され
た環状部６０ｃとを有している。基板カバー６０は、環状部６０ｃを電源基板支持部６３
及び制御基板支持部７３に載置し、蓋部６０ａの外縁部を光源保持部３の保持部３３にネ
ジ等により固定してある。
【００３２】
　以上のように、ＬＥＤモジュール２、電源部６、制御基板７及び基板カバー６０が取付
けられたシャーシ１には、ＬＥＤモジュール２及び反射シート４を覆う光拡散性を有する
リングカバー８が設けてある。リングカバー８は、中央に円形状の穴を有する円板状の環
状部８１と、該環状部８１の外周縁に立設された周壁部８２とを有してなる。リングカバ
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ー８は、周壁部８２にてシャーシ１の周壁部１４に取付けてある。このようにリングカバ
ー８、光源保持部３及びシャーシ１により形成される空洞内に光源であるＬＥＤモジュー
ル２が収容されることになるから、ＬＥＤモジュール２部分のみを密閉することが可能と
なる。
【００３３】
　リングカバー８の環状部８１の内周縁部には、円板状の電源カバーとしてのセンタカバ
ー９が着脱可能に取付けてある。センタカバー９は、環状の透光部９１と、該透光部９１
の内周縁に設けられ、不透光性の覆部９２とを備えている。なお、覆部９２には、リモー
トコントローラからの信号を受信すべく円形状の穴が設けてあり、該円形状の穴には、カ
バー９０が嵌合してある。
【００３４】
　以上のように組立てられた照明装置本体を、シャーシ１の基部１１の他面１１ｂの側が
被取付部材の側になるように、アダプタ１６に取付け、アダプタ１６のコネクタと電源部
６に接続されたコネクタとを接続した後、センタカバー９を照明装置本体に取付ける。な
お、照明装置本体の天井等の被取付部材への取付け及び取外しは、このセンタカバー９を
取外すことにより行うことができ、リングカバー８等を取外す必要がないから光源部分の
密閉は維持される。
【００３５】
　実施の形態１係る照明装置１００においては、ＬＥＤモジュール２をシャーシ１（照明
装置）の外縁部に設置していないから、天井等の被取付部材への取付位置であるシャーシ
１の中央からのＬＥＤモジュール２の距離を短くすることができ、ＬＥＤモジュール２を
シャーシ１の外縁部に設置する場合と比較して、シャーシ１に作用するモーメントを低減
することができるから、シャーシ１の変形を抑制することができ、照明装置１００の信頼
性を向上することができる。シャーシ１の中央部に電源部６を配しているから、電源部６
、電源部６及びＬＥＤモジュール２を接続する電線等をシャーシ１の中央部の側に集中さ
せることができ、シャーシ１に作用するモーメントを更に低減することができ、シャーシ
１の変形を抑制して照明装置１００の信頼性を向上することができる。
【００３６】
　被取付部材に取付けられた照明装置１００は、アダプタ１６及び引掛シーリングボディ
等の被取付体を介して電源部６がＡＣ電源に接続される。この状態にて、電源を投入した
とき、交流電流が電源部６に供給され、電源部６から所定の電圧及び電流の電力がＬＥＤ
モジュール２に供給され、昼光色ＬＥＤ２２及び電球色ＬＥＤ２３を有するＬＥＤモジュ
ール２が点灯する。
【００３７】
　照明装置１００においては、照明装置１００の中央部から外縁部の方向に、換言すると
シャーシ１の中央部から外縁部の方向にＬＥＤモジュール２から光を出射し、反射シート
４又は天板反射シート５に入射した光を反射シート４又は天板反射シート５において反射
して、主としてＬＥＤモジュール２の光出射方向と交差する方向（天井１１０の天井面１
１０ａに交差する方向）に照射する。図７乃至図９は、実施の形態１に係る照明装置１０
０におけるＬＥＤモジュール２からの光の反射の説明図である。
【００３８】
　ＬＥＤモジュール２から出射された光の一部は、図７中に矢符にて示すように、反射シ
ート４の円板部４１の一面４１ａにおいて鏡面反射される。ＬＥＤモジュール２から出射
された光の他の一部は、ＬＥＤモジュール２の光出射方向に離隔して対向する反射シート
４の周壁部４２の内周面４２ａに略直角をなして入射し、内周面４２ａにおいて乱反射、
即ち多方向に反射される。反射シート４の周壁部４２の内周面４２ａにおいて乱反射され
た光の一部は、反射シート４の一面４１ａに入射し、該一面４１ａにおいて更に反射され
、他の部分は反射シート４に入射することなく、リングカバー８の内面８１ａに入射して
、リングカバー８内部において拡散しつつリングカバー８の外面８１ｂから照明装置１０
０の外部に出射する。
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【００３９】
　なお、反射シート４の周壁部４２は、図８に示すように、ＬＥＤモジュール２の昼白色
ＬＥＤ２２の光軸よりも所定高さ（Ｈ）高くしてある。この所定高さ（Ｈ）はＬＥＤモジ
ュール２の配光特性に応じて、天井面１１０ａに交差する方向（室内の生活空間）に向け
て照明装置１００から光が十分照射されるように、適切に設定してある。
【００４０】
　以上のように、ＬＥＤモジュール２の光出射方向を、照明装置１００の中央部から外縁
部の方向、換言するとシャーシ１の中央部から外縁部の方向にして、照明装置１００の照
射方向がＬＥＤモジュール２の光出射方向と交差する方向としているから、ＬＥＤモジュ
ール２から出射された光のうち、リングカバー８に直接入射して照明装置１００の外部へ
出射する光を少なくすることができ、ＬＥＤモジュール２からの直接光が使用者の目に入
ることを低減することができ、グレアを低減することができる。
【００４１】
　反射シート４及び天板反射シート５等の反射部材を設けていない場合、照明装置は、中
央部から外縁部に向けて段階的に暗くなるところ、本実施の形態の如く、反射シート４を
設けることにより、ＬＥＤモジュール２からの光を反射シート４において多方向に反射さ
せることができ、照明装置１００の外縁部及び中央部を明るくすることができ、照度ムラ
の少ない略均一な照明光を得ることができる。
【００４２】
　また、ＬＥＤモジュール２から出射された光の一部は、図７中に矢符にて示すように、
天板反射シート５において反射される。ＬＥＤモジュール２の近傍からＬＥＤモジュール
２の直接光が照明装置１００の外部へ出射することを防止することができ、グレアを更に
低減することができる。そして、ＬＥＤモジュール２からの距離の長／短に応じて光強度
が低／高となるから、ＬＥＤモジュール２の近傍からＬＥＤモジュール２の直接光が照明
装置１００の外部へ出射することを防止することにより、光強度の高い光が照明装置１０
０の外部へ出射されることを防止することができ、照度ムラを更に低減して略均一な照明
光を得ることができる。
【００４３】
　そして、本実施の形態においては、色温度の高い光源である昼光色ＬＥＤ２２が色温度
の低い光源である電球色ＬＥＤ２３よりも反射シート４から遠い側に配してあるから、電
球色ＬＥＤ２３よりも目立ちやすい昼光色ＬＥＤ２２からの光が、ＬＥＤモジュール２の
近傍において反射シート４により反射されて照明装置１００の外部に出射する量を少なく
することができる。光強度の高い昼光色の光が出射されることを低減することができるか
ら、グレアを更に低減すると共に、照度ムラを更に低減して略均一な照明光を得ることが
できる。
【００４４】
　また、本実施の形態においては、図８に示すように、反射シート４の外縁部側の端部と
リングカバー８との間に光が通過する空間（隙間）を設け、さらに、ＬＥＤモジュール２
及び反射シート４を覆う光拡散性を有するリングカバー８の外縁部、より詳細にはリング
カバー８の環状部８１と、該環状部８１の外周縁に立設された周壁部８２との間の連結部
に、昼光色ＬＥＤ２２の光軸となす角度が所定角θ１となるように、反射シート４に向け
て傾斜させてある傾斜部８３を設けている。なお、所定角θ１は、傾斜部８３に入射した
ＬＥＤモジュール２からの光が鏡面反射（θ２＝θ１）になるように適切に設定してあり
、例えば、３０°にしてある。ＬＥＤモジュール２からの光の一部が、リングカバー８の
傾斜部８３において鏡面反射され、天井１１０の天井面１１０ａに向けて出射されること
になる。この結果、照明装置１００の外縁部と天井１００との境界部分が目立たなくなり
、柔らかい照明光を得ることができる。なお、傾斜部８３は、本実施の形態の如く湾曲さ
せてもよいし、斜面としてもよい。
【００４５】
　また、本実施の形態においては、シャーシ１の中央部に設けた電源部６を覆う電源カバ
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ーとしてのセンタカバー９の周縁部を、環状の透光部９１としている。なお、センタカバ
ー９の透光部９１は、天板反射シート５よりも外径が大きくなるようにしてある。ＬＥＤ
モジュール２からの光の一部は、図９に示すように、センタカバー９の周縁部である透光
部９１に入射角が大の状態にて入射し、該透光部９１において乱反射、即ち多方向に反射
する。透光部９１において乱反射した光の一部は、リングカバー８において更に反射して
、照明装置１００の外部に出射する。このように、ＬＥＤモジュール２からの光の一部が
センタカバー９の周縁部において多方向に向けて出射するから、センタカバー９とリング
カバー８の境界部分を目立たなくすることができる。
【００４６】
　本実施の形態においては、複数のＬＥＤモジュール２の昼光色ＬＥＤ２２及び電球色Ｌ
ＥＤ２３のうち少なくとも一つを独立的に点灯して、常夜灯として用いることが可能なよ
うに構成してある。図１０は、実施の形態１に係る照明装置における常夜灯の説明図であ
り、特定のＬＥＤモジュール２の電球色ＬＥＤ２３部分の模式的回路図である。図１０に
示すように、複数の電球色ＬＥＤ２３が直列接続されたＬＥＤ列に対して電線６６により
電源部６から電力が供給され、複数の電球色ＬＥＤ２３のうち一つに対して電線６７によ
り電源部６から独立的に電力が供給可能なようにしてある。このように少なくとも一つの
電球色ＬＥＤ２３を独立的に点灯することが可能であるから、常夜灯を別途設ける必要が
なく、部品点数を低減することができる。
【００４７】
　なお、本実施の形態においては、複数個のＬＥＤモジュール２に実装された電球色ＬＥ
Ｄ２３を独立的に点灯可能なようにしてあり、複数個の電球色ＬＥＤ２３が常夜灯として
用いられるようにしてあるが、常夜灯は１つでもよい。また、常夜灯として、電球色ＬＥ
Ｄ２３を用いているが、これに代えて又は加えて昼光色ＬＥＤ２２を用いてもよい。
【００４８】
　本実施の形態においては、光源にＬＥＤを用いている。指向性が強いＬＥＤにおいても
、前述した反射シート４を設けることにより、ＬＥＤモジュール２からの光が多方向に反
射されるから、照度ムラの少ない略均一な照明光を得ることができる。
【００４９】
（実施の形態２）
　図１１は、本発明の実施の形態２に係る照明装置２００の模式的断面図である。図１２
は、実施の形態２に係る照明装置２００の模式的部分拡大断面図であり、実施の形態２に
係る照明装置２００におけるＬＥＤモジュール２からの光の反射の説明図である。本実施
の形態においては、実施の形態１の照明装置１００とは、反射シート１０４の形状を異な
らせており、反射シート１０４の形状に応じて、天板反射シート１０５、シャーシ１０１
及びリングカバー１０８の形状が異なっている。
【００５０】
　シャーシ１０１は、中央に円形状の穴を有する円板状の基部１１１と、該基部１１１の
外縁部に交差する方向に連設された連設部１１２と、該連設部１１２の外縁部に交差する
方向に連設され、反射シート１０４を保持する環状の保持部１１３とを備えている。シャ
ーシ１０１は、鉄、アルミニウム等の金属製であり、光源等の発熱体からの熱を放熱する
ヒートシンクとしての機能も有している。
【００５１】
　反射シート１０４は、中央にＬＥＤモジュール２の配置形状に合わせた八角形状の穴を
有する円板状を有しており、一面１０４ａの側が凹状になるように湾曲させてある。より
詳細には、反射シート１０４は、反射面である一面１０４ａを、中央部から該中央部及び
外縁部の中間部分に向けて緩やかに外縁部の側に傾斜させ、前記中間部分は平板状にし、
該中間部分から外縁部に向けて緩やかに中央部の側に傾斜させてある。反射シート１０４
は、樹脂製であり、乱反射しやすいように表面加工が施してある。この反射シート１０４
は、凸側、換言すると一面１０４ａの反対側の面がシャーシ１０１の側になるようにシャ
ーシ１０１に取付けてある。
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【００５２】
　天板反射シート１０５は、中央にＬＥＤモジュール２の配置形状に合わせた八角形状の
穴を有する円板状の樹脂製であり、乱反射しやすいように表面加工が施してある。天板反
射シート１０５は、反射面の側が凸状になるように、反射面を外向きに傾斜させてある。
【００５３】
　リングカバー１０８は、中央に円形状の穴を有する円板状の環状部１８１と、該環状部
１８１の外周縁に立設された周壁部１８２とを有してなる。リングカバー１０８は、周壁
部１８２にてシャーシ１０１に取付けてある。その他の構成は、図３及び図７に示す実施
の形態１と同様であるため、対応する構成部材に図３及び図７と同一の参照符号を付して
、その構成の詳細な説明を省略する。
【００５４】
　以上のように構成された実施の形態２に係る照明装置２００においても、ＬＥＤモジュ
ール２をシャーシ１０１（照明装置）の外縁部に設置していないから、実施の形態１に係
る照明装置１００と同様に、シャーシ１０１に作用するモーメントを低減することができ
、シャーシ１０１の変形を抑制して、照明装置２００の信頼性を向上することができる。
【００５５】
　実施の形態２に係る照明装置２００において、ＬＥＤモジュール２から出射された光の
一部は、図１２中に矢符にて示すように、反射シート１０４の一面１０４ａにおいて鏡面
反射される。ＬＥＤモジュール２から出射された光の他の一部は、反射シート１０４に入
射することなく、リングカバー１０８の内面１８１ａに入射して、リングカバー１０８内
部において拡散しつつリングカバー１０８の外面１８１ｂから照明装置２００の外部に出
射される。また、ＬＥＤモジュール２から出射された光の一部は、図１２中に矢符にて示
すように、天板反射シート１０５において反射される。
【００５６】
　実施の形態２に係る照明装置２００においても、ＬＥＤモジュール２の光出射方向を、
照明装置２００の中央部から外縁部の方向、換言するとシャーシ１０１の中央部から外縁
部の方向にして、照明装置２００の照射方向がＬＥＤモジュール２の光出射方向と交差す
る方向としているから、実施の形態１に係る照明装置１００と同様に、グレアを低減する
ことができる。
【００５７】
　また、実施の形態２に係る照明装置２００においても、実施の形態１の照明装置１００
と同様に、ＬＥＤモジュール２からの光を反射シート１０４において多方向に反射させる
ことができ、照明装置２００の外縁部及び中央部を明るくすることができ、照度ムラの少
ない略均一な照明光を得ることができる。
【００５８】
　そして、実施の形態１の照明装置１００と同様に、天板反射シート１０５によりＬＥＤ
モジュール２の近傍からＬＥＤモジュール２の直接光が照明装置２００の外部へ出射する
ことを防止することができ、グレアを更に低減することができると共に、照度ムラを更に
低減して略均一な照明光を得ることができる。
【００５９】
（実施の形態３）
　図１３は、実施の形態３に係る照明装置３００の模式的部分拡大断面図である。本実施
の形態においては、昼光色ＬＥＤ２２と電球色ＬＥＤ２３に対して各別にＬＥＤ基板１２
１を設け、これらのＬＥＤ基板１２１を光源保持部２０３の保持板部２３２に対して傾斜
させて取付けている。昼光色ＬＥＤ２２の方が電球色ＬＥＤ２３よりも反射シート４に向
けてより傾斜させてある例である。その他の構成は、図３及に示す実施の形態１と同様で
あるため、対応する構成部材に図３と同一の参照符号を付して、その構成の詳細な説明を
省略する。
【００６０】
　実施の形態３に係る照明装置３００においては、ＬＥＤモジュール１０２の昼光色ＬＥ
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Ｄ２２及び電球色ＬＥＤ２３のＬＥＤ基板１２１を反射シート４に向けて傾斜させること
により、照明装置３００の中央部及び外縁部間の中間部と、前記外縁部を明るくすること
ができ、前述した実施の形態１と同様に、略均一な照明光を得ることができる。なお、本
実施の形態においては、昼光色ＬＥＤ２２の方が電球色ＬＥＤ２３よりも反射シート４に
向けてより傾斜させているが、これに限定されず、傾斜角度は同一であってもよいし、逆
であってもよい。
【００６１】
　そして、実施の形態３に係る照明装置３００においても、ＬＥＤモジュール１０２をシ
ャーシ１（照明装置）の外縁部に設置していないから、実施の形態１に係る照明装置１０
０と同様に、シャーシ１に作用するモーメントを低減することができるから、シャーシ１
の変形を抑制して、照明装置３００の信頼性を向上することができる。
【００６２】
（実施の形態４）
　図１４は、実施の形態４に係る照明装置４００の模式的部分拡大断面図である。本実施
の形態に係る照明装置４００は、実施の形態１の照明装置１００にＬＥＤモジュール２か
らの光を鏡面反射する鏡面反射部材５５を追加した構成となっている。
【００６３】
　光源保持部３には、鏡等の鏡面反射部材５５が取付けてある。鏡面反射部材５５は、中
央に八角形状の穴を有する板状部材を、部分円錐殻状に形成してなり、反射面である一面
５５ａの側が凸状になるように、一面５５ａを外向きに傾斜させてある。この鏡面反射部
材５５は、一面５５ａの側がＬＥＤモジュール２の側になるように、ＬＥＤモジュール２
の電球色ＬＥＤ２３が実装された側（天板反射シート５が設けられた長辺と反対側）の長
辺に沿って、光源保持部３の保持板部３２に固定してある。なお、鏡面反射部材５５は、
鏡に限定されず、鏡面反射することが可能な部材であればよい。その他の構成は、図７に
示す実施の形態１と同様であるため、対応する構成部材に図７と同一の参照符号を付して
、その構成の詳細な説明を省略する。
【００６４】
　実施の形態４に係る照明装置４００において、ＬＥＤモジュール２から出射された光の
一部は、ＬＥＤモジュール２近傍のシャーシ１に向けて出射し、図１４中に矢符にて示す
ように、鏡面反射部材５５の一面５５ａにおいて鏡面反射されて、照明装置４００の外縁
部に向けて出射される。鏡面反射部材５５を設けない場合、ＬＥＤモジュール２からＬＥ
Ｄモジュール２近傍のシャーシ１に向けて出射された光の一部は、図１４中に二点鎖線に
て示すように、シャーシ１において反射して、ＬＥＤモジュール２近傍のリングカバー８
に入射して、リングカバー８の内部において拡散しつつ照明装置４００の外部に出射され
る。前述したように、ＬＥＤモジュール２からの距離の長／短に応じて光強度が低／高と
なるから、鏡面反射部材５５を設けない場合、ＬＥＤモジュール２の近傍から照明装置４
００の外部へ出射される光に、光強度の高い光が含まれることになるところ、鏡面反射部
材５５を設けることにより、光強度の高い光を照明装置４００の外縁部の方向に反射させ
ることができる。
【００６５】
　即ち、実施の形態４に係る照明装置４００においては、実施の形態１に係る照明装置１
００の構成において得られた効果に加えて、ＬＥＤモジュール２の近傍から光強度の高い
光が照明装置４００の外部へ出射されることを更に防止することが可能となる。
【００６６】
　なお、以上の実施の形態においては、色温度の異なる光源（昼光色ＬＥＤ２２及び電球
色ＬＥＤ２３）が並列に配してあるＬＥＤモジュール２を用いているが、適用可能なＬＥ
Ｄモジュールはこれに限定されず、例えば、色温度の異なる光源が略一直線上に配置して
あってもよい。図１５は、本発明において適用可能な他のＬＥＤモジュール２０２の例を
示す模式図である。
【００６７】
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　ＬＥＤモジュール２０２は、図１５に示すように、矩形板状のＬＥＤ基板２２１と、該
ＬＥＤ基板２２１の長辺に沿って列状に実装され、昼光色の光を発する複数の昼光色ＬＥ
Ｄ２２と、複数の昼光色ＬＥＤ２２間に実装され、電球色の光を発する複数の電球色ＬＥ
Ｄ２３とを備えてなる。ＬＥＤモジュール２０２は、ＬＥＤモジュール２とは異なり、昼
光色ＬＥＤ２２及び電球色ＬＥＤ２３の発光部（ＬＥＤ素子及び封止樹脂の部分であり、
図中に円にて示す部分）の側を内側にして、昼光色ＬＥＤ２２及び電球色ＬＥＤ２３の発
光部が略一直線上に位置するように、昼光色ＬＥＤ２２及び電球色ＬＥＤ２３を略交互に
配している。
【００６８】
　複数の昼光色ＬＥＤ２２を直列接続する電源供給用の回路パターンの両端には、第１の
接続部２５が設けてある。同様に、複数の電球色ＬＥＤ２３を直列接続する電源供給用の
回路パターンの両端には、第２の接続部２４が設けてある。なお、複数のＬＥＤモジュー
ル２０２間の接続は、これら第１の接続部２５同士、及び第２の接続部２４同士をジャン
パケーブルである電線６９により接続することにより行う。
【００６９】
　このＬＥＤモジュール２０２においては、昼光色ＬＥＤ２２及び電球色ＬＥＤ２３の発
光部が略一直線上に位置させてあるから、並列に配している場合と比較して、反射シート
、天板反射シート、鏡面反射部材等の反射部材を最適設計することが容易となり、照度ム
ラのより少ない略均一な照明光を得ることが可能となる。
【００７０】
　また、昼光色ＬＥＤ２２及び電球色ＬＥＤ２３の発光部の側を内側になるようにＬＥＤ
基板２２１に実装してあるから、図１５に示すように、配線長をあまり長くすることなく
他のＬＥＤを迂回して回路パターンを形成することができ、配線が容易となる。
【００７１】
（実施の形態５）
　図１６は、実施の形態５に係る照明装置５００の模式的断面図である。図１７は、実施
の形態５に係る照明装置５００の模式的部分拡大断面図である。本実施の形態においては
、以上の実施の形態とは異なり、反射シート等の反射部材に加えてレンズを用いている。
【００７２】
　光源及び反射部を保持するシャーシ２０１は、中央に円形状の穴を有する円板状である
。シャーシ２０１は、鉄、アルミニウム等の金属製であり、光源等の発熱体からの熱を放
熱するヒートシンクとしての機能も有している。
【００７３】
　シャーシ２０１の一面２０１ａには、ＬＥＤモジュール２０２が光源保持部３を介して
アダプタ１６の周囲を径方向に囲むように取付けてある。ＬＥＤモジュール２０２は、実
施の形態４において図１５を用いて説明したＬＥＤモジュール２０２と同一であるから、
詳細な説明は省略する。
【００７４】
　シャーシ２０１には、ＬＥＤモジュール２０２からの光を反射する反射部としての反射
シート２０４が設けてある。反射シート２０４は、中央にＬＥＤモジュール２の配置形状
に合わせた八角形状の穴を有する円板状をなす樹脂製であり、一面２０４ａには乱反射し
やすいように表面加工が施してある。この反射シート２０４は、一面２０４ａの反対側の
面がシャーシ２０１の側になるようにシャーシ２０１の一面２０１ａに取付けてある。
【００７５】
　ＬＥＤモジュール２０２には、該ＬＥＤモジュール２０２から出射された光の方向を変
化させる光学部材としてのレンズ５６が取付けてある。図１８は、実施の形態５に係る照
明装置５００に用いられるレンズ５６の模式的斜視図である。
【００７６】
　レンズ５６は、ＬＥＤモジュール２０２の昼白色ＬＥＤ２２及び電球色ＬＥＤ２３の光
中心を通る線（光軸）を結んでなるＬＥＤ基板２２１に垂直な面に関して対称な曲面部分
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を有し、ＬＥＤモジュール２０２の昼白色ＬＥＤ２２及び電球色ＬＥＤ２３から出射され
た光が入射する光入射面５６ａと、前記ＬＥＤ基板２２１に垂直な面に関して対称な曲面
部分を有し、光入射面５６ａに入射した光が反射する光反射面５６ｃと、矩形状の平面で
あり、光入射面５６ａに入射した光及び反射面５６ｃにおいて反射した光が出射される光
出射面５６ｄと、該光出射面５６ｄと平行をなし、光入射面５６ａ及び光反射面５６ｃの
端縁を結ぶレンズの支持面としての作用も有する底面５６ｂとを有している。なお、光反
射面５６ｃは、昼白色ＬＥＤ２２及び電球色ＬＥＤ２３から出射し、光入射面５６ａに入
射した光が、昼白色ＬＥＤ２２及び電球色ＬＥＤ２３の光軸に平行な方向に反射されるよ
うに適切に形成してある。
【００７７】
　このレンズ５６は、ＬＥＤモジュール２０２のＬＥＤ基板２２１に実装された昼白色Ｌ
ＥＤ２２及び電球色ＬＥＤ２３の光出射方向を覆うようにＬＥＤモジュール２０２のＬＥ
Ｄ基板２２１に底面５６ｂの側にて取付けてある。この取付状態において、昼白色ＬＥＤ
２２及び電球色ＬＥＤ２３が、光入射面５６ａの端縁を含む平面又は該平面よりレンズ５
６の側に昼白色ＬＥＤ２２及び電球色ＬＥＤ２３の発光面が位置するようにしてある。
【００７８】
　シャーシ２０１には、ＬＥＤモジュール２０２及び反射シート２０４を覆う光拡散性を
有するリングカバー２０８が取付けてある。リングカバー２０８は、中央に円形状の穴を
有し、中央部から外縁部に向けて一面２０８ａの側が凹状になるように湾曲させてあり、
一面２０８ａとＬＥＤの光軸の方向となす角度が中央部から外縁部に向けて連続的に増加
するように形成してある。その他の構成は、図３及び図８に示す実施の形態１と同様であ
るため、対応する構成部材に図３及び図８と同一の参照符号を付して、その構成の詳細な
説明を省略する。
【００７９】
　実施の形態５係る照明装置５００においても、ＬＥＤモジュール２０２をシャーシ２０
１（照明装置）の外縁部に設置していないから、天井等の被取付部材への取付位置である
シャーシ２０１の中央からのＬＥＤモジュール２０２の距離を短くすることができ、ＬＥ
Ｄモジュール２０２をシャーシ２０１の外縁部に設置する場合と比較して、シャーシ２０
１に作用するモーメントを低減することができるから、シャーシ２０１の変形を抑制する
ことができ、照明装置５００の信頼性を向上することができる。シャーシ２０１の中央部
に電源部６を配しているから、電源部６、電源部６及びＬＥＤモジュール２０２を接続す
る電線等をシャーシ２０１の中央部の側に集中させることができ、シャーシ２０１に作用
するモーメントを更に低減することができ、シャーシ２０１の変形を抑制して照明装置５
００の信頼性を向上することができる。
【００８０】
　以上のように構成された実施の形態５に係る照明装置５００において、ＬＥＤモジュー
ル２０２から出射された光は、図１７に矢符にて示すように、レンズ５６の光入射面５６
ａに入射し、一部はそのまま光出射面５６ｄから該光出射面５６ｄに直交する方向（昼白
色ＬＥＤ２２及び電球色ＬＥＤ２３の光軸に平行な方向）に出射し、他の部分は光反射面
５６ｃにおいて反射され、光出射面５６ｄから該光出射面５６ｄに直交する方向に出射す
る。即ち、レンズ５６を用いることにより、照明装置５００の中央部から外縁部の方向に
、換言するとシャーシ２０１の中央部から外縁部の方向にＬＥＤモジュール２０２からの
光が出射されることになる。
【００８１】
　そして、レンズ５６から出射した光は、リングカバー２０８に入射し、入射した光の一
部は、リングカバー２０８の一面２０８ａにおいてシャーシ２０１の側に反射され、他の
一部は、リングカバー２０８内部において拡散しつつリングカバー２０８から照明装置５
００の外部に出射する。なお、一面２０８ａとＬＥＤの光軸の方向となす角度が中央部か
ら外縁部に向けて連続的に増加するようにリングカバー２０８が形成してあるから、リン
グカバー２０８に入射する光は、リングカバー２０８の中央部の側においては、入射角が
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小さいため全反射が起こりやすく、リングカバー２０８の外縁部にいくに従い、入射角が
大きくなるため乱反射が起こりやすくなる。シャーシ２０１の側に反射された光は、反射
シート２０４において更にリングカバー２０８の側に反射される。このように、レンズ５
６からの光をリングカバー２０８及び反射シート２０４において反射させることにより、
レンズ５６からの光を多方向に反射させることができ、照明装置の外縁部から中央部亘る
範囲を明るくすることができ、前述した実施の形態と同様に、照度ムラの少ない略均一な
照明光を得ることができる。
【００８２】
　また、レンズ５６から出射する光の方向が、照明装置５００の中央部から外縁部の方向
に、換言するとシャーシ２０１の中央部から外縁部の方向であり、リングカバー２０８の
中央部の側においては、前述したように全反射が起こりやすいから、リングカバー２０８
の中央部の側、換言するとＬＥＤモジュール２０２の近傍において、リングカバー２０８
を透過する直接光は殆どない。即ち、ＬＥＤモジュール２０２の近傍においてリングカバ
ー２０８に直接入射して照明装置５００の外部へ出射する光を少なくすることができ、Ｌ
ＥＤモジュール２０２からの直接光が使用者の目に入ることを低減することができ、グレ
アを低減することができる。
【００８３】
　なお、レンズ５６の形状は、昼白色ＬＥＤ２２及び電球色ＬＥＤ２３からの光を、昼白
色ＬＥＤ２２及び電球色ＬＥＤ２３の光軸に対して平行に近い方向に曲げることにより集
光することができる形状であればよい。また、本実施の形態におけるレンズ５６は、１つ
のＬＥＤモジュール２０２に対して１つ設けるように形成してあるが、これに限定されず
、各ＬＥＤに対して各一つのレンズを設けるようにしてもよい。この場合、円錐台形状を
有するレンズがＬＥＤの数だけ並設されることになる。また、この複数の円錐台形状のレ
ンズの一部を連ねてレンズを形成してもよい。
【００８４】
　図１９は、実施の形態５において適用可能な他のレンズの例を示す模式的断面図であり
、複数の円錐台形状のレンズの一部を連ねてなるレンズの例である。なお、図１９は、Ｌ
ＥＤモジュール２０２の昼白色ＬＥＤ２２及び電球色ＬＥＤ２３の光軸を結んでなるＬＥ
Ｄ基板２２１に垂直な面にてレンズ５７を切断した模式的断面図である。
【００８５】
　レンズ５７は、各ＬＥＤの光軸に関して軸対称な曲面部分を有し、ＬＥＤモジュール２
０２の昼白色ＬＥＤ２２及び電球色ＬＥＤ２３から出射された光が入射する光入射面５７
ａと、各ＬＥＤの光軸に関して軸対称な曲面部分を有し、光入射面５７ａに入射した光が
反射する光反射面５７ｃと、矩形状の平面であり、光入射面５７ａに入射した光及び反射
面５７ｃにおいて反射した光が出射される光出射面５７ｄと、該光出射面５７ｄと平行を
なし、光入射面５７ａ及び光反射面５７ｃの端縁を結ぶレンズの支持面としての作用も有
する底面５７ｂとを有している。なお、光反射面５７ｃは、昼白色ＬＥＤ２２及び電球色
ＬＥＤ２３から出射し、光入射面５７ａに入射した光が、昼白色ＬＥＤ２２及び電球色Ｌ
ＥＤ２３の光軸に平行な方向に反射されるように適切に形成してある。
【００８６】
　このレンズ５７は、レンズ５６と同様に、ＬＥＤモジュール２０２のＬＥＤ基板２２１
に実装された昼白色ＬＥＤ２２及び電球色ＬＥＤ２３の光出射方向を覆うようにＬＥＤモ
ジュール２０２のＬＥＤ基板２２１に底面５７ｂの側にて取付けて用いられる。レンズ５
７を用いた場合においても、レンズ５６と同様の効果が得られる。
【００８７】
　以上の実施の形態においては、反射シートとして平板状のシートを用いていたが、これ
に限定されず、ＬＥＤモジュールに向けて傾斜する傾斜面を有する突起を一面に設けても
よい。図２０は、反射シート３０４に設ける突起の説明図である。照明装置の中央部から
外縁部の方向、換言するとシャーシの中央部から外縁部の方向に応じて突起の突設高さを
高くすると共に、隣接する突起間の間隔を小さくしている。より詳細には、シャーシの中
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央部側の反射シート３０４の一面には、緩やかな傾斜面を有し、突起間の間隔を大きくし
た突起を形成し（図２０（ａ）参照）、中央部及び外縁部間の中間部分においては、中央
部側よりも傾斜が大の傾斜面を有し、突起間の間隔を小さくした突起を形成し（図２０（
ｂ）参照）、外縁部においては、更に傾斜が大の傾斜面を有し、突起間の間隔を更に小さ
くした突起を形成している（図２０（ｃ）参照）。
【００８８】
　このように反射シート３０４に形成する突起の傾斜角度及び間隔を変化させることによ
り、反射シート３０４の外縁部にいくに従い、反射シート３０４に入射する光の反射シー
ト３０４への入射角が大きくなるため乱反射が起こりやすくなるから、ＬＥＤモジュール
からの光を反射シート３０４において多方向に反射させることができ、照明装置の外縁部
及び中央部を明るくすることができ、前述した実施の形態と同様に、照度ムラの少ない略
均一な照明光を得ることができる。
【００８９】
　なお、以上の実施の形態においては、ＬＥＤ基板を八角形状になるようにシャーシに配
してあるが、これに限定されず、八角形以外の多角形状でもよいし、円形でもよい。
【００９０】
　また、以上の実施の形態においては、反射部材として、反射シート及び天板反射シート
の両方を用いているが、反射シートのみであってもよい。また、以上の実施の形態１から
実施の形態５に記載の構成、及び反射シートの一面に突起を設ける構成は、複数組み合わ
せて用いることも可能であり、適切に組み合わせることにより、更に照度ムラの少ない略
均一な照明光を得ることが可能となる。
【００９１】
　また、以上の実施の形態においては、光源保持部をシャーシと別体に設けているが、シ
ャーシに一体的に設けてもよい。
【００９２】
　また、以上の実施の形態において、ＬＥＤモジュールをシャーシの中央部に設けている
が、厳密な中央に限定されることはなく、例えばアダプタの周囲を径方向に囲むように配
置してあり、外縁部に向けて光を出射するように設けてあれば、シャーシの撓み等の変形
を抑制することが可能となる。
【００９３】
　また、色温度の異なる光源として、昼白色と電球色の２種類の光源としているが、これ
に限定されない。用いる光源は１種類でも、３種類以上であってもよい。また、以上の実
施の形態においては、光源としてＬＥＤを用いているが、これに限定されず、ＥＬ（Ｅｌ
ｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）等を用いてもよい。
【００９４】
　また、以上の実施の形態においては、天井等の被取付部材に設けられた引掛シーリング
ボディ等の被取付体に着脱可能に取付けられる照明装置を例に説明したが、これに限定さ
れず、他のタイプの照明装置にも適用可能である。
【００９５】
　さらに、本発明は、その他、特許請求の範囲に記載した事項の範囲内において種々変更
した形態にて実施することが可能であることは言うまでもない。
【符号の説明】
【００９６】
　１　シャーシ（装置本体）
　２，１０２，２０２　ＬＥＤモジュール（光源）
　２２　昼光色ＬＥＤ（光源，ＬＥＤ）
　２３　電球色ＬＥＤ（光源，ＬＥＤ）
　３，１０３，２０３　光源保持部
　４，１０４，２０４，３０４　反射シート（反射部）
　４２ａ　内周面（反射面）
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　５，１０５　天板反射シート（他の反射部）
　８，１０８，２０８　リングカバー（カバー）
　８３，１８３　傾斜部
　９　センタカバー（電源カバー）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】
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